
保全人家

保全人家

がけの高さ

H=5m以上

がけの傾斜度

30度以上

急傾斜地が崩壊した場合、被害が想定される区域

概ねがけの高さ

　　　H

　（10m以内）

急傾斜地概ねがけの高さの２倍

　　　２H

　（50m以内）

令和６年６月作成

区 分 県 事 業 市 事 業

斜面要件
高さ５ｍ以上

傾斜度３０度以上

保全人家 ５戸以上 １戸以上５戸未満

その他
自然斜面であること

移転適地がないこと

根拠法令等
急傾斜地の崩壊による災害の防止

に関する法律

鳥取県単県小規模急傾斜地崩壊対

策事業実施要領

鳥取県及び米子市が行う事業は次の採択基準があります。

この事業は、危険ながけ地の崩壊による災害から市民の生命を守るために行う事業

です。

危険ながけ地は、そのほとんどが個人で所有されており、本来であれば土地所有者

等が対策工事を行わなければなりません。しかし、対策工事には多大な費用や技術が

必要となることから、土地所有者等の皆様に代わって鳥取県や米子市が崩壊対策工事

を行うものです。



①個人または地域からの

相談・要望

・土地所有者や地区代表者（自治会長等）か

ら、危険ながけ地の相談や事業の要望。

・事業の施行を要望される場合は、関係人の中

から代表者を選出していただきます。

②米子市による現地調査
・現地調査を実施し、具体的な要望範囲の確認や

工事用道路等を含めた大まかな事業区域を設定

します。

③代表者に調査結果の

説明

・調査により設定した事業区域や事業の可否につ

いて説明します。

④要望書の提出・受理

・測量、設計、地質調査への着手

・急傾斜地崩壊対策工事の実施

（事業着手及び完成まで相当の期間がかかります。）

⑤事業の実施

・関係する土地の使用承諾書、関係者の同意書を

揃えて要望書を提出してください。

⑥事業完了後の維持管理

〇除草や水路清掃等の日常的な維持管理は、工事前と同様に土地所有者や関係者の

方に行っていただきます。

〇土地使用承諾書をいただいた土地所有者が変更となった場合は、米子市に届け出

てください。



１．法面工（法枠工）

斜面の表層をコンクリートの枠で抑えて斜面を崩れにくくします。枠の中に植生

をすることによって風雨による風化および雨水または地下水による侵食から斜面

を保護します。

２．待受け擁壁工

斜面の下にコンクリートの擁壁を設置することによって、斜面下の崩壊を抑え

たり、斜面上部からの崩壊土砂を人家手前で食い止めるための施設です。



１．要望地区の代表者（自治会長等）が急傾斜地の土地所有者や事業に関係する区域

の土地所有者全員の土地使用承諾書及び同意書を揃えた上で要望書を提出してく

ださい。

２．要望書を受理しても他の要望箇所もあり事業着手・完成まで相当の期間がかかり

ます。ご理解ください。

３．現地調査や測量の結果によって、実施要件の対象外であることが判明した場合、

事業を行うことができません。

※詳細な測量調査の結果、実施要件に該当しない場合があります。

４．事業を実施しても土砂災害警戒区域（イエロー区域）は原則解除されません。

また、土砂災害特別警戒区域（レッド区域）が全て解除されるとは限りません。

急傾斜地崩壊防止施設を設置しても、がけ崩れは起きる可能性があります。

日頃から大雨・地震等の備えを行うようにしてください。

※土砂災害警戒区域等は「とっとりＷＥＢマップ」で確認できます。

５．事業を円滑に行うため、以下の条件に承諾・協力が必要となります。

〇現地調査・現地測量等を行うための土地の立ち入り

〇設計（対策工法の選定）や工事の実施方法は市に一任すること

〇事業に必要な土地の使用承諾（無償）

※用地買収は行いません。土地の寄附も受付けません。

〇工事に支障となる建物等（塀・倉庫等）は所有者が自ら移設・撤去すること

〇工事中は、騒音・振動・粉塵等が生じること

〇工事後の日常的な維持管理（除草や水路清掃等）を行うこと

米子市 都市整備部 都市整備課

住所 米子市糀町一丁目１６０（米子市役所糀町庁舎（西部総合事務所３号館）２階）

電話 ０８５９－２３－５２８２ ＦＡＸ０８５９－２３－５２５４

mail toshiseibi@city.yonago.lg.jp


